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○村田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則

平成１６年９月１４日

規則第１８号

村田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則（昭和５８年村田町規則第１６号）

の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この規則は、村田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例（平成１６年村田町条

例第１１号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

（父母のない児童）

第２条 条例第２条第３号に規定する児童は、次に掲げる者とする。

（１） 父母（実父母及び養父母を含む。以下同じ。）と死別した児童

（２） 父母の生死が明らかでない児童

（３） 父母から遺棄されている児童

（４） 父母が海外にあるためその扶養を受けることができない児童

（５） 父母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている（家事・育

児が不能を含む。）ため、その扶養を受けることができない児童

（６） 父母が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることがで

きない児童

（平２０規則１６・一部改正、平２６規則１５・旧第３条繰上）

（社会保険各法）

第３条 条例第４条第１項に規定する社会保険各法とは、次に掲げるものとする。

（１） 健康保険法（大正１１年法律第７０号）

（２） 船員保険法（昭和１４年法律第７３号）

（３） 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号）

（４） 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）

（５） 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）

（平２６規則１５・旧第４条繰上）

（基準額）

第４条 条例第３条第２項第３号に規定する額は、同号に規定する扶養親族等及び母子家庭の

母又は父子家庭の父の扶養親族等でない児童で当該母子家庭の母又は父子家庭の父が前年の

１２月３１日において生計を維持したもの（以下「扶養外児童」という。）がないときは１

５４万円とし、扶養親族等又は扶養外児童があるときは１５４万円に当該扶養親族等又は扶
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養外児童１人につき３８万円（当該扶養親族等が所得税法（昭和４０年法律第３３号）に規

定する同一生計配偶者のうち７０歳以上の者又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計

配偶者のうち７０歳以上の者又は老人扶養親族１人につき４８万円、特定扶養親族等（同法

に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族（１９歳未満の者に限る。）をいう。）であ

るときは、当該特定扶養親族等１人につき５３万円）を加算した額とする。

２ 条例第３条第２項第４号に規定する額は、同号に規定する扶養親族等がないときは、２３

６万円とし、扶養親族等があるときは、当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の右

欄に定めるとおりとする。

（平２０規則１６・平２４規則１５・一部改正、平２６規則１５・旧第５条繰上、平

３０規則１７・一部改正）

（所得の範囲及び所得の額の計算方法）

第５条 条例第３条第２項第３号及び第４号に規定する所得は、地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第４条第２項第１号に掲げる道府県民税についての同法その他道府県民税に関す

る法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

２ 前項に規定する所得の額は、条例第５条第１項又は第３項の受給資格（更新）登録申請書

の提出があった月の属する年度分（４月から９月までの間に同条第１項の規定による受給資

格登録申請書の提出があった場合は、その提出があった月の属する年度の前年度分とする。

以下同じ。）の道府県民税に係る地方税法第３２条第１項に規定する総所得金額（所得税法

第２８条第１項に規定する給与所得又は同法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所

得を有する場合には、同法第２８条第２項の規定により計算した金額及び同法第３５条第２

扶養親族

等の数

金額

１人 ２７４万円

２人以上 ２７４万円に扶養親族等のうち一人を除いた扶養親族等一人につき３

８万円を加算した額（所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、

その額に当該老人扶養親族一人につき（当該老人親族のほかに扶養親族

がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人

につき）６万円）を加算した額）
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項第１号の規定により計算した金額の合計額から１０万円を控除して得た金額（当該金額が

０を下回る場合には、０とする。）と同項第２号の規定により計算した金額とを合算した額

を当該給与所得の金額及び同条第１項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するもの

とする。）、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第３３条の３第１項に規定する土地

等に係る事業所得等の金額、同法附則第３４条第１項に規定する長期譲渡所得の金額（租税

特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１

項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項又は

第３６条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第３１条第１項に規

定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した額）、地方税法附則第３５条第１項

に規定する短期譲渡所得の金額（租税特別措置法第３３条の４第１項若しくは第２項、第３

４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の３第

１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第３２条第

１項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した額）、並びに地方税法附則

第３５条の４第１項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の合計額から８万円を控除し

た額とする。

３ 次の各号に該当する者は、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれ

ぞれ控除するものとする。

（１） 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第３４条第１項第１号、第２号、第４

号又は第１０号の２に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模

企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

（２） 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第３４条第１項第６号に規定する控除

を受けた者 当該控除の対象となった障害者１人につき２７万円（当該障害者が同号に規

定する特別障害者であるときは、４０万円）

（３） 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第３４条第１項第８号に規定する控除

を受けた者 ２７万円

（４） 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第３４条第１項第８号の２に規定する

控除を受けた者 ３５万円

（５） 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第３４条第１項第９号に規定する控除

を受けた者 ２７万円

（６） 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第６条第１項に規定する免除を受

けた者 当該免除に係る所得の額
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（平１８規則２５・平２０規則１６・一部改正、平２６規則１５・旧第６条繰上、令

元規則１５・令５規則２１・一部改正）

（受給資格登録申請書等）

第６条 条例第５条第１項に規定する登録申請書は、母子・父子家庭医療費受給資格登録申請

書（様式第１号）とする。

２ 条例第５条第３項に規定する更新申請書は、母子・父子家庭医療費受給資格更新申請書（様

式第２号）とする。

３ 条例第５条第４項の通知は、母子・父子家庭医療費受給資格認定通知書（様式第３号）又

は母子・父子家庭医療費受給資格登録（更新）申請却下通知書（様式第４号）により行うも

のとする。

（平１８規則２５・一部改正、平２６規則１５・旧第７条繰上、令２規則１９・一部

改正）

（受給者証）

第７条 条例第６条第１項に規定する受給者に対し、母子・父子家庭医療費受給者証（様式第

５号）（以下「受給者証」という。）を交付するものとする。

（平１８規則２５・一部改正、平２６規則１５・旧第８条繰上、令２規則１９・一部

改正）

（変更届）

第８条 条例第６条第２項に規定する届出は、母子・父子家庭医療費受給資格変更届（様式第

６号）により行うものとする。

（平１８規則２５・一部改正、平２６規則１５・旧第９条繰上、令２規則１９・一部

改正）

（助成申請書）

第９条 条例第８条に規定する申請は、母子・父子家庭医療費助成申請書（様式第７号）を医

療機関等に提出して行うものとする。

（平１８規則２５・一部改正、平２６規則１５・旧第１０条繰上、令２規則１９・一

部改正）

（交付決定通知書）

第１０条 条例第９条に規定する通知書は、母子・父子家庭医療費助成決定通知書（様式第８

号）とする。

（平１８規則２５・一部改正、平２６規則１５・旧第１１条繰上、令２規則１９・一

部改正）
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（受給者証の再交付）

第１１条 受給者は、受給者証を破損し又は亡失したことにより受給者証の再交付を受けよう

とするときは、母子・父子家庭医療費受給者証再交付申請書（様式第９号）により町長に申

請するものとする。

（平１８規則２５・一部改正、平２６規則１５・旧第１２条繰上、令２規則１９・一

部改正）

（受給者証の返還）

第１２条 受給者は、登録の有効期間の終了又は転出等の理由により受給資格を喪失したとき

は、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

（平１８規則２５・追加、平２６規則１５・旧第１３条繰上）

附 則

（施行期日等）

１ この規則は、平成１６年１０月１日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用す

る。

（登録等の特例）

２ 第７条の規定に係る事務は、前項の規定にかかわらず、この規則の公布の日から行うこと

ができるものとする。

（経過措置）

３ 改正前の村田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式は、

当分の間、この規則の規定によるものとみなす。

附 則（平成１８年９月２９日規則第２５号）

この規則は、平成１８年１０月１日から施行する。

附 則（平成２０年９月２５日規則第１６号）

この規則は、平成２０年１０月１日から施行する。

附 則（平成２４年１１月３０日規則第１５号）

この規則は、公布の日から施行し、平成２４年１０月１日から適用する。

附 則（平成２６年１２月１０日規則第１５号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成２８年３月２４日規則第５号）

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則（平成３０年６月２０日規則第１７号）

（施行期日）
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１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の村田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成３０年

分以後の所得による医療費の助成の制限について適用し、平成２９年分以前の所得による医

療費の助成の制限については、なお従前の例による。

附 則（令和元年９月３０日規則第１５号）

（施行期日）

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の村田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成３０年

分以後の所得による医療費の助成の制限について適用し、平成２９年分以前の所得による医

療費助成の制限については、なお従前の例による。

附 則（令和２年９月１日規則第１９号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（令和３年１２月２４日規則第１９号）

この規則は、令和４年４月１日から施行する。

附 則（令和５年９月１日規則第２１号）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の村田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則第５条の規定は、令和

４年分以後の所得による受給資格の認定について適用し、令和３年分以前の所得による受給

資格の認定については、なお従前の例による。
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様式第１号（第６条関係）

（令２規則１９・全改、令３規則１９・令５規則２１・一部改正）

様式第２号（第６条関係）

（令２規則１９・全改、令３規則１９・令５規則２１・一部改正）

様式第３号（第６条関係）

（平２８規則５・全改、令２規則１９・一部改正）

様式第４号（第６条関係）

（平２８規則５・全改、令２規則１９・一部改正）

様式第５号（第７条関係）

（平２０規則１６・全改、平２６規則１５・一部改正）

様式第６号（第８条関係）

（平２０規則１６・全改、平２６規則１５・令２規則１９・令３規則１９・一部改正）

様式第７号（第９条関係）

（平２０規則１６・全改、平２６規則１５・令２規則１９・令３規則１９・一部改正）

様式第８号（第１０条関係）

（平１８規則２５・追加、平２６規則１５・一部改正）

様式第９号（第１１条関係）

（平１８規則２５・追加、平２６規則１５・令３規則１９・一部改正）


